
2025 年 10 月 14 日 

 

簡易株式交換に係る事前開示書面 

 

大阪府大阪市中央区常盤町一丁目３番８号 

ASAHI EITO ホールディングス株式会社 

代表取締役 星野和也 

 

当社は、2025 年 10 月 10 日付で当社とアサヒエレベーション株式会社(住所：福岡市中

央区渡辺通一丁目 1番 1号、以下「アサヒエレベーション」といいます。)との間で締結

した株式交換契約に基づき、当社を株式交換完全親会社、アサヒエレベーションを株式交

換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)を行うことといたしまし

た。つきましては、会社法第 794 条第 1項及び会社法施行規則第 193 条の定めに従い、下

記のとおり株式交換契約の内容その他法務省令に定める事項を記載した書面を備え置くこ

ととします。 

 

記 

1 株式交換契約の内容(会社法第 794 条第 1項) 

別紙 1のとおりです。 

 

2 会社法第 768 条第 1項第 2号及び第 3号に掲げる事項についての定めの相当性に関す

る事項(会社法 794 条第 1項、会社法施行規則第 193 条第 1号) 

（1）本株式交換に係る割当ての内容 

アサヒエレベーションの普通株式を有する株主（ただし、当社を除く。）に対して、そ

の保有するアサヒエレベーション普通株式の数に 1,650 を乗じて得た数の当社普通株式を

交付します。 

 

（2）株式交換に係る割当ての内容の根拠等 

当社の株式価値については、市場株価法を用い、2025 年８月 31日を算定基準日とし

て、東京証券取引所スタンダード市場における算定基準日の株価終値、算定基準日までの

1 か月間、3か月間及び 6か月間における各期間の終値単純平均値を採用して算出しまし

た。アサヒエレベーションの株式価値については、同ディスカウンテッド・キャッシュ・

フロー法により算出しました。その結果をもとに、当事者間で協議のうえ、前記割当ての

内容を決定しております。 

 



3 会社法第 768 条第 1項第 4号及び第 5号に掲げる事項についての定めの相当性に関す

る事項(会社法第 794 条第 1項、会社法施行規則第 193 条第 2号) 

該当事項はありません。 

 

4 株式交換完全子会社についての次に掲げる事項(会社法第 794 条第 1項、会社法施行規

則第 193 条第 3号) 

（1）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙 2のとおりです。 

（2）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 

（3）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社 

財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

該当事項はありません。 

 

5 当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担そ

の他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容(会社法第 794 条第 1項、会社

法施行規則第 193 条第 4号) 

該当事項はありません。 

 

6 株式交換が効力を生ずる日以降における当社の債務の履行の見込みに関する事項(会社

法第 794 条第 1項、会社法施行規則第 193 条第 5号) 

本株式交換後に当社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測され

ておりません。従いまして、本株式交換の効力発生日以後における当社の債務について履

行の見込みがあると判断いたします。 

以上 

 



（別紙 1） 

 

株式交換契約書 

 

ＡＳＡＨＩ ＥＩＴＯホールディングス株式会社（以下「甲」という。）とアサヒエレベ

ーション株式会社（以下「乙」という。）とは、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換

完全子会社とする株式交換（以下「本件株式交換」という。）を行うため、次のとおり契

約を締結する。 

 

(株式交換) 

第１条 甲及び乙は、本件株式交換により、乙の発行済株式の全部を甲に取得させる。 

 

(株式交換に際して交付する株式) 

第２条 甲は、本件株式交換に際して、乙の株主に対し、その保有する乙の普通株式に代

わる対価として、効力発生日の前日の最終の乙の株主名簿に記載又は記録された株主（た

だし、甲を除く。）が保有する乙の普通株式の数に 1,650 を乗じて得た甲の普通株式を交

付する。 

 

(甲の資本金及び準備金の額) 

第３条 本件株式交換に際して増加する甲の資本金及び準備金の額は、会社計算規則３９

条の規定に従い甲が別途適当に定める金額とする。 

 

(効力発生日) 

第４条 効力発生日は、2025 年 11 月 7日とする。ただし、本件株式交換の手続の進行状

況に応じて必要があるときは、甲乙協議の上、これを変更することができるものとする。 

 

(株式交換承認総会) 

第５条 乙は 2025 年 10 月 27 日に、株主総会を招集し、本契約書の承認及び本件株式交

換に必要な事項の決議を経るものとする。ただし、本件株式交換の手続の進行状況に応じ

て必要があるときは、甲乙協議の上、これを変更することができるものとする。 

２ 甲は、本件株式交換につき、株主総会の承認を得ないものとする。ただし、会社法第

７９６条第３項の規定に基づき甲の株主総会の決議による本件株式交換の承認が必要とな

った場合には、甲は、効力発生日の前日までに株主総会を開催し、本件株式交換の承認及

び本件株式交換に必要なその他の事項に関する決議を求める。 

 

(善管注意義務) 



（別紙 1） 

 

第６条 甲及び乙は、本契約締結後効力発生日までの間、善良なる管理者の注意をもって

それぞれ業務の執行及び財産の管理を行い、その財産及び権利義務に重大なる影響を及ぼ

す行為を行う場合には、あらかじめ甲乙協議して合意の上実行するものとする。 

 

(株式交換条件の変更及び本契約の解除) 

第７条 本契約の締結日から効力発生日に至るまでの間において、天災事変その他の事由

により、甲又は乙の資産若しくは経営状態に重要な変動が生じたときは、甲乙協議の上、

本件株式交換の条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。 

 

(本契約の効力) 

第８条 本契約は、第５条に定める乙の株主総会の承認が得られないとき、又は法令に定

める関係官庁の承認が得られないときは、その効力を失う。 

 

(協議事項) 

第９条 本契約に定めるもののほか、本件株式交換に関し必要な事項は、本契約の趣旨に

従って、甲乙協議の上、これを決定するものとする。  

 

本契約の成立を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有

する。   

 

2025 年 10 月 10 日 

 

             甲 

大阪府大阪市中央区常盤町一丁目３番８号 

ＡＳＡＨＩ ＥＩＴＯホールディングス株式会社 

代表取締役 星野和也 

 

             乙 

福岡市中央区渡辺通一丁目１番１号サンセルコ３１７号 

アサヒエレベーション株式会社 

代表取締役 丸尾義則 
















